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市第71号議案 

   横浜市公園条例の一部改正 

 横浜市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成29年12月５日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市公園条例の一部を改正する条例 

 横浜市公園条例（昭和33年３月横浜市条例第11号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条の５中第５項を第６項とし、同条第４項中「前３項」を「

前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１

項を加える。 

４ 令第６条第６項に規定する場合に関する法第５条の９第１項の

規定により読み替えて適用する法第４条第１項ただし書に規定す

る条例で定める範囲は、令第６条第６項に規定する建築物に限り

、当該公園の敷地面積の 100 分の10を限度として第１項の規定に

より認められる建築面積を超えることができることとする。 

 第３条の５に次の１項を加える。 

７ 令第８条第１項に規定する条例で定める割合は、 100 分の50と

する。 

 第27条中「第５条の３」を「第５条の11」に改める。 

第34条を第35条とし、第33条の次に次の１条を加える。 

 （横浜市公園公民連携推進委員会） 

第34条 次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を

具申するため、横浜市公園公民連携推進委員会（以下「委員会」
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という。）を置く。 

(1) 公園の公民連携の基本事項に関すること。 

(2)  法第５条の２第２項第９号に規定する評価の基準及び法第５

条の４第３項の規定による選定に関すること。 

(3)  その他市長が必要と認める事項 

２ 委員会は、市長が任命する委員８人以内をもって組織する。 

３ 市長は、委員会に、特別又は専門の事項を調査審議させるため

必要があると認めるときは、臨時委員、専門委員その他これらに

準ずる委員を置くことができる。 

４ 前２項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に必要な事

項は、市長が定める。 

 別表第１入江町公園の項を削る。 

別表第２第１号イの表中 

「         「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2,500円 

    3,800円 

    5,100円 

    2,200円 

    3,500円 

    4,800円 

     220円 

    4,400円 

      22円 

 

    3,000円 

    4,700円 

    6,300円 

    2,700円 

    4,400円 

    6,000円 

     270円 

    5,400円 

      27円 
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        」         」 

 

に、 を 

      13円 

    4,400円 

      92円 

     130円 

     200円 

     260円 

     400円 

     530円 

     920円 

    1,300円 

    2,600円 

    1,000円 

    3,500円 

    2,000円 

    1,800円 

    4,400円 

     370円 

    1,100円 

 

      16円 

    5,400円 

     110円 

     160円 

     240円 

     330円 

     490円 

     650円 

    1,100円 

    1,600円 

    3,300円 

    1,230円 

    4,400円 

    2,450円 

    2,300円 

    5,400円 

     450円 

    1,200円 
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「         「 

       」         」 

別表第２第２号アを次のように改める。 

  ア 前号ア及びウに掲げる使用料の額を算出する基礎となる面

積若しくは長さが１平方メートル若しくは１メートル未満で

あるとき、又はその面積若しくは長さに１平方メートル若し

くは１メートル未満の端数があるときは、その全面積若しく

は全長又はその端数の面積若しくは長さを１平方メートル又

は１メートルとして計算するものとする。 

 別表第２第２号中ウをエとし、イをウとし、アの次に次のように

加える。 

  イ 前号イに掲げる使用料の額を算出する基礎となる面積若し

くは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であ

るとき、又はその面積若しくは長さに0.01平方メートル若し

くは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若し

くは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算

するものとする。 

 別表第２の２中 

「 

                    を 

      」 

「 

                   」 

   附 則 

 （施行期日） 

     500円      610円 

神の木公園                      

入江町公園（プール及び子供用プールに限る。）     

神の木公園                       に改める。 

に改める。 を 
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１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第３条

の５及び第27条の改正規定並びに第34条を第35条とし、第33条の

次に１条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条

例別表第２第１号イの規定による使用料を納付している者の使用

料については、当該納付した使用料に係る使用の期間に限り、こ

の条例による改正後の横浜市公園条例別表第２第１号イの規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

 

   提 案 理 由 

 公園の占用に係る使用料を改定するとともに、都市公園法等の一

部改正に伴い関係規定の整備を図る等のため、横浜市公園条例の一

部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 公 園 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 公 園 施 設 の 設 置 基 準 ） 

第 ３ 条 の ５  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  令 第 ６ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 場 合 に 関 す る 法 第 ５ 条 の ９ 第 １ 項 の 
 

規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 ４ 条 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す 
 

る 条 例 で 定 め る 範 囲 は 、 令 第 ６ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 建 築 物 に 限 り 
 

、 当 該 公 園 の 敷 地 面 積 の 100 分 の 10 を 限 度 と し て 第 １ 項 の 規 定 に 
 

よ り 認 め ら れ る 建 築 面 積 を 超 え る こ と が で き る こ と と す る 。 
 

５   
   令 第 ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 場 合 に 関 す る 法 第 ４ 条 第 １ 項 た 
４ 

だ し 書 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 範 囲 は 、 同 号 に 規 定 す る 建 築 物 に 

                        前 各 項 
限 り 、 当 該 公 園 の 敷 地 面 積 の 100 分 の 10 を 限 度 と し て    の 規 

                         前 ３ 項 

定 に よ り 認 め ら れ る 建 築 面 積 を 超 え る こ と が で き る こ と と す る 。 

６ 
  （ 本 文 省 略 ） 
５ 

７  令 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 100 分 の 50 と 
 

 す る 。 
 

     第 ５ 条 の 11  
第 27 条  法      の 規 定 に よ り 市 長 に 代 わ っ て そ の 権 限 を 行 う 
     第 ５ 条 の ３ 

者 は 、 前 ２ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 市 長 と み な す 。 

 （ 横 浜 市 公 園 公 民 連 携 推 進 委 員 会 ） 
 

第 34 条  次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 調 査 審 議 し 、 答 申 し 、 又 は 意 見 を 
 

 具 申 す る た め 、 横 浜 市 公 園 公 民 連 携 推 進 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 
 

 と い う 。） を 置 く 。 
 

(1)  公 園 の 公 民 連 携 の 基 本 事 項 に 関 す る こ と 。 
 

(2)  法 第 ５ 条 の ２ 第 ２ 項 第 ９ 号 に 規 定 す る 評 価 の 基 準 及 び 法 第 ５ 
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条 の ４ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 選 定 に 関 す る こ と 。 
 

(3)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 
 

２  委 員 会 は 、 市 長 が 任 命 す る 委 員 ８ 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。 
 

３  市 長 は 、 委 員 会 に 、 特 別 又 は 専 門 の 事 項 を 調 査 審 議 さ せ る た め 
 

必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 臨 時 委 員 、 専 門 委 員 そ の 他 こ れ ら に 
 

準 ず る 委 員 を 置 く こ と が で き る 。 
 

４  前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 の 組 織 及 び 運 営 に 必 要 な 事 
 

項 は 、 市 長 が 定 め る 。 
 

（ 委 任 ） 

第 35 条 
    （ 本 文 省 略 ） 
第 34 条 

別 表 第 １ （ 第 ７ 条 第 １ 項 ） 

有 料 施 設 

有料施設の属する公園の名称     有料施設の種別    

         （省       略）          

               

入江町公園          

               

プール            

               

子供用プール         

         （省       略）          
 

別 表 第 ２ （ 第 16 条 第 １ 項 ） 

(1)  使 用 料 の 基 本 額 

   （ ア 省 略 ） 

イ  公 園 施 設 以 外 の 工 作 物 そ の 他 の 物 件 又 は 施 設 を 設 け て 公 園 

を 占 用 す る 者 の 納 付 す べ き 使 用 料 

      種          別       単    位   金    額  

 
第 一 種 電 柱  

       3,000円 

       2,500円 
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電柱その他これに類 

するもの（支線、支 

柱及び支線柱を含む 

。）        

第 二 種 電 柱 
 

 

 

 

 

１本１年につき  

       4,700円 

        3,800円 

第 三 種 電 柱        6,300円 

       5,100円 

第 一 種 電 話 柱        2,700円 

       2,200円 

第 二 種 電 話 柱        4,400円 

       3,500円 

第 三 種 電 話 柱 
        6,000円 

       4,800円 

そ の 他 の 柱 類           270円 

         220円 

鉄塔                    
１平方メートル１

年につき    

       5,400円 

       4,400円 

電線        

共架電線その他上空に設

ける線類       １メートル１年に

つき      

         27円 

         22円 

地下電線その他地下に設

ける線類       

         16円 

         13円 

変圧塔                   １基１年につき         5,400円 

       4,400円 

 

 

 

 

 

 

水道管、下水道管、 

ガス管その他これら 

に類するもの    

 

外径が0.07メートル未満

のもの        

 

 

 

 
 

１メートル１年に

つき      

        110円 

         92円 

外径が0.07メートル以上 

0.1メートル未満のもの  

         160円 

         130円 

外径が0.1メートル以上  

0.15メートル未満のもの 

         240円 

         200円 

外径が0.15メートル以上 

0.2メートル未満のもの  

         330円 

         260円 

外径が0.2メートル以上  

0.3メートル未満のもの  

         490円 

         400円 

外径が0.3メートル以上  

0.4メートル未満のもの  

         650円 

         530円 

外径が0.4メートル以上  

0.7メートル未満のもの  

       1,100円 

         920円 
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外径が0.7メートル以上  

１メートル未満のもの  
        1,600円 

       1,300円 

 
外径が１メートル以上の

もの           
        3,300円 

       2,600円 

道路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火水槽等で地

下に設けられるもの             

１平方メートル１

年につき    

       1,230円 

        1,000円 

標識                    １本１年につき  
       4,400円 

       3,500円 

橋、道路、鉄道及び軌道で高架のもの     
１平方メートル１

年につき    

       2,450円 

       2,000円 

郵便差出箱及び信書便差出箱         １基１年につき         2,300円 

       1,800円 

公衆電話所                 １基１年につき         5,400円 

       4,400円 

天体、気象又は土地観測施設及び非常災害者収容

施設                    

１平方メートル１

年につき    

         450円 

         370円 

工事用施設及び工事用材料置場        
１平方メートル１

箇月につき   

       1,200円 

        1,100円 

              （省         略）               

その他の占用                
１平方メートル１

箇月につき   

         610円 

         500円 

 

   （ 備 考 、 ウ 及 び エ 省 略 ） 

 (2)  使 用 料 の 端 数 計 算 

 前 号 ア 及 び ウ に 掲 げ る 使 用 料 の 額 を 算 出 す る 基 礎 と な る 面 
ア 
   使 用 料 の 額 を 算 出 す る 基 礎 と な る 面 積 が １ 平 方 メ ー ト ル に 

積 若 し く は 長 さ が １ 平 方 メ ー ト ル 若 し く は １ メ ー ト ル 未 満 で 
満 た な い も の 、 ま た は そ の 面 積 に １ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 端 数 

あ る と き 、 又 は そ の 面 積 若 し く は 長 さ に １ 平 方 メ ー ト ル 若 し 
が あ る と き は 、 １ 平 方 メ ー ト ル と し て 、 長 さ が １ メ ー ト ル に 

く は １ メ ー ト ル 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 全 面 積 若 し く 
満 た な い も の 、 ま た は そ の 長 さ に １ メ ー ト ル 未 満 の 端 数 が あ 

は 全 長 又 は そ の 端 数 の 面 積 若 し く は 長 さ を １ 平 方 メ ー ト ル 又 
る と き は 、 １ メ ー ト ル と し て 計 算 す る も の と す る 。 

は １ メ ー ト ル と し て 計 算 す る も の と す る 。 
 

  イ  前 号 イ に 掲 げ る 使 用 料 の 額 を 算 出 す る 基 礎 と な る 面 積 若 し 
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く は 長 さ が 0.01 平 方 メ ー ト ル 若 し く は 0.01 メ ー ト ル 未 満 で あ 
 

る と き 、 又 は そ の 面 積 若 し く は 長 さ に 0.01 平 方 メ ー ト ル 若 し 
 

く は 0.01 メ ー ト ル 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 全 面 積 若 し 
 

く は 全 長 又 は そ の 端 数 の 面 積 若 し く は 長 さ を 切 り 捨 て て 計 算 
 

す る も の と す る 。 
 

  ウ 
    （ 本 文 省 略 ） 
  イ 

  エ 
    （ 本 文 省 略 ） 
  ウ 

   （ 第 ３ 号 省 略 ） 

別 表 第 ２ の ２ （ 第 16 条 第 １ 項 、 第 28 条 の ２ 第 １ 項 及 び 第 ５ 項 ） 

      名            称         位       置   

              （省        略）               

        （省      略）         
 

 

 

 

横浜市神奈川区  

神の木公園                      

                           

入江町公園（プール及び子供用プールに限る。）     

        （省      略）         

              （省        略）               

 


